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し，緊急地震速報の提供を行っている。

4鉄道事業者に対する保安監査等の実施
⑴保安監査の充実
鉄道の安全運行を確保するため，鉄道事業法（昭

６１法９２）等に基づき，鉄道事業者等に対し保安監査
を実施した。平成２２年度は５５事業者に対して計６５回
実施し，輸送の安全確保の取組，施設及び車両の保
守管理，運転取扱い，乗務員等に対する教育訓練等
について３５事業者に対して文書による行政指導を計
３７件行い，改善を求めた。
⑵運輸安全マネジメント制度の充実
平成１８年１０月より導入した「運輸安全マネジメン
ト制度」により，事業者が経営トップから現場まで
一丸となって安全管理体制を構築し，国がその実施
状況を確認する運輸安全マネジメント評価を２３年１２
月末までに延べ８１４社に対して実施した。

5大規模な事故等が発生した場合の適切な対応
国及び鉄道事業者における，夜間・休日の緊急連
絡体制を点検・確認し，大規模な事故又は災害が発
生した際に，迅速かつ適確な情報の収集・連絡を
行った。
また，大都市圏，幹線交通における輸送障害等の
社会的影響を軽減するため，鉄道事業者に対し，乗
客への適切な情報提供を行うとともに，迅速な復旧
に必要な体制を整備するよう指導した。
さらに，東日本大震災における，津波発生時の避
難誘導などの状況を検証し，通信手段が途絶した場
合の津波警報の入手方策，浸水の可能性のある区間
で停止した場合の迅速な避難方策，夜間における避
難方策等について検討を進めており，津波発生時に
おける避難誘導を迅速化するなど，鉄道旅客の安全
確保を図る。

第４節 鉄道車両の安全性の確保

近年，鉄道における車両の構造・装置は大きく変
化し，各分野における科学技術の発達を反映すると
ともに，高齢者，障害者等に配慮した設計となって
いる。
最近導入されている車両は，機械的可動部分を削
減した装置を採用することにより電子化・無接点化
が進み，信頼性と保安度の向上が図られている。
車両の連結部には，プラットホーム上の旅客の転
落を防止する安全対策を施した車両の導入を推進し
ている。
また，鉄道車両の品質の改善，生産の合理化等を

図ることにより，安全性の向上に寄与することを目
的として日本工業規格を整備した。
なお，平成２３年度末における鉄道部門の日本工業
規格数は１０６件である。
鉄道の車両の検査については，鉄道事業者に対
し，新技術を取り入れた検査機器を導入することに
よる検査精度の向上，鉄道車両への新技術の導入に
対応した検修担当者に対する教育訓練の充実及び鉄
道車両の故障データ等の科学的分析結果の保守管理
への反映が図られるよう指導した。

第５節 踏切道における交通の安全についての対策

1踏切事故防止対策の現状
踏切道の改良については，踏切道改良促進法（昭

３６法１９５）及び第９次交通安全基本計画に基づき，
踏切道の立体交差化，構造の改良，歩行者等立体横
断施設の整備及び踏切保安設備の整備を推進してい
る。これらの諸施策を総合的かつ積極的に推進する

ことにより，平成２７年までに踏切事故件数を平成２２
年と比較して約１割削減することを目指すこととし
ている。
同法により改良すべき踏切道として，平成２２年度
末までに立体交差化２，５０３か所，構造の改良４，２９７か
所，歩行者等立体横断施設の整備９か所，踏切保安
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設備の整備２万７，９９６か所を指定し，その改良を推
進した。
また，これらと道路管理者，鉄道事業者等が自主
的に行ったものを合わせて，平成２２年度に改良が図
られた踏切道対策数は，立体交差化２９か所，構造の
改良３２５か所，踏切保安設備（踏切遮断機又は警報
機）の整備７９か所に及んでいる。また，踏切道の統
廃合についても，立体交差化等の事業と併せて実施
した（第１―３２表）。

2踏切道の立体交差化，構造の改良及び歩行者等立
体横断施設の整備の促進
立体交差化までに時間のかかる「開かずの踏切」
等について，効果の早期発現を図るために構造の改
良及び歩行者等立体横断施設の整備を緊急的に取り
組んだ。
また，歩道が狭あいな踏切等における歩行者安全
対策のための構造の改良等を強力に推進した。
さらに，「開かずの踏切」等の遮断時間が特に長
い踏切等で，かつ道路交通量の多い踏切道が連担し
ている地区等や，主要な道路との交差にかかわるも
の等については，抜本的な交通安全対策である連続
立体交差化等により，踏切道の除却を促進するとと
もに，道路の新設・改築及び鉄道の新線建設に当
たっても，極力立体交差化を図った。
以上の構造の改良等と立体交差化による総合的な
対策を緊急的かつ重点的に推進した。

3踏切保安設備の整備及び交通規制の実施
踏切道の利用状況，踏切道の幅員，交通規制の実
施状況等を勘案して踏切遮断機（踏切遮断機を設置

することが技術的に著しく困難である場合は，踏切
警報機）を整備しており，その結果，踏切遮断機又
は踏切警報機が設置されている踏切道は，平成２２年
度末には３万８２８か所（専用鉄道を含まない。）に及
んでおり，全体の９０．５％である。また，自動車交通
量の多い踏切道については，道路交通の状況，事故
の発生状況等を勘案して必要に応じ，障害物検知装
置等，より事故防止効果の高い踏切保安設備の整備
を進めた。道路の交通量，踏切道の幅員，踏切保安
設備の整備状況，う回路の状況等を勘案し，必要な
交通規制を実施した（第１―３３表）。

4踏切道の統廃合の促進
踏切道の立体交差化，構造の改良等の事業の実施
に併せて，近接踏切道のうち，その利用状況，う回
路の状況等を勘案して，地域住民の通行に特に支障
を及ぼさないと認められるものについて，統廃合を
進めるとともに，これら近接踏切道以外の踏切道に
ついても，同様に統廃合を促進した。ただし，構造
の改良のうち踏切道に歩道がないか，歩道が狭小な
場合の歩道整備については，その緊急性を考慮し
て，近接踏切道の統廃合を行わずに実施できること
としている。その結果，平成２２年度末の踏切道の総
数は３万４，０５８か所（専用鉄道を含まない。）と着実
に減少した。

5その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための
措置
踏切道における交通の安全と円滑化を図るため，
必要に応じ，踏切道予告標，情報通信技術（IT）

種別
年度 立体交差 構造改良 踏切保安設備

平成１８ ８５ ２８０ ６１
平成１９ ８１ ３１９ ５４
平成２０ ５８ ３２７ ７５
平成２１ ３７ ２８９ １０１
平成２２ ２９ ３２５ ７９

規制種別
踏切種別 計

１種 ３種 ４種
大型車通行止め ５，１６４ １７７ ２４２ ５，５８３
二輪の自動車以外の自動
車通行止め １，８６２ ４７９ １，３４９ ３，６９０

車両通行止め １，１９１ ２４５ ５８９ ２，０２５
その他の通行止め １，２１３ ２６１ ３９９ １，８７３
一方通行 ４２８ ４ １７ ４４９
合計 ９，８５８ １，１６６ ２，５９６ １３，６２０

第１―３２表 「平成１８～２２年度における踏切道整備実績」
（単位：箇所）

第１―３３表 踏切道における交通規制の実施状況
（平成２２年度末現在）

注 国土交通省資料による。

注 警察庁資料による。
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の導入による踏切関連交通安全施設の高度化を図る
ための研究開発等を進めるとともに，車両等の踏切
通行時の違反行為に対する指導取締りを積極的に
行った。
また，踏切道通行者の安全意識の向上及び踏切支

障時における非常ボタンの操作等の緊急措置の周知
徹底を図るための広報活動等を推進した。
この他，踏切道に接続する道路の拡幅について
は，踏切道において道路の幅員差が新たに生じない
よう努めた。

第６節 救助・救急活動の充実

鉄道の重大事故等の発生に対して，避難誘導，救
急・救助活動を迅速かつ的確に行うため，主要駅に
おける防災訓練の充実や鉄道事業者と消防機関，医
療機関その他の関係機関との連携・協力体制の強化
を図った。

また，平成１７年４月に発生した JR西日本福知山
線列車脱線事故を受けて，大規模災害に迅速かつ的
確に対処するため，より高度な技術・資機材を有す
る特別高度救助隊等を創設し，救助・救急活動体制
の強化を図ってきた。

第７節 被害者支援の推進

被害者等の心情に配慮した対策の推進を図った。
特に，大規模事故が発生した場合には，警察，医
療機関，地方公共団体，民間の被害者支援団体等が
連携を図り，被害者を支援することとしている。
また，国土交通省では，平成２１年度から，御遺族

代表，有識者等からなる「公共交通における事故に
よる被害者等への支援のあり方検討会」を開催し，
国土交通省の活動の在り方等について検討を行
い，２３年６月に取りまとめを行った。

第８節 鉄道事故等の原因究明と再発防止

鉄道事故及び鉄道事故の兆候（重大インシデン
ト※）に関し，当該事故等が発生した原因や，事故
による被害の原因を究明するための調査を行い，調
査で得られた知見に基づき，原因関係者に勧告等を
実施するとともに，事故等調査の過程においても，
鉄道交通の安全に有益な情報については，タイム
リーかつ積極的な情報発信を行い，鉄道事故等の防
止や事故による被害の軽減に努めた。
また，事故等の調査を迅速かつ的確に行うため，
各種調査用機器の活用による分析能力の向上に努め
るとともに，過去に公表した事故等調査報告書の

データベース化や各種専門研修への参加等により調
査・分析手法の蓄積・向上を図った。
さらに，公表した事故等調査報告書の概要や分析
結果の解説等を掲載した定期情報誌を発行し，鉄道
関係者等に広く提供するとともに，鉄道技術関係各
種協会等に対し，事故等調査報告書の概要や分析結
果の解説を行うなど，事故防止の啓発活動を行った。
また，事故の未然防止を図るため，鉄道事故等報
告規則（昭６２運輸省令８）等に基づいて報告される
鉄道事故等の情報について収集整理し，鉄道事業者
等の関係者で共有することに努めた。

※ 重大インシデント
結果的には事故に至らなかったものの，事故が発生するおそれがあったと認められる事態のうち重大なもの。


